
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江戸街道プロジェクト 

ロゴマーク使用マニュアル 

  



 

■ロゴマークに込めた想い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

街道ブランドによってこれからも様々な歴史を結ぶことを象徴的に

表現するため、世界を表す円環と５色の街道により構成されるデザイ

ンとしました。 

濃い色から広がる 5 色のラインは、地域それぞれの特色ある営みが

詰まった歴史から未来に向け発展していく姿をイメージし、円環の２

色は広域関東の海、山等の豊富な自然を表します。 



１．江戸街道プロジェクト ロゴマーク 

使用の際は、下記の基本形を優先的に使用してください。 

 

■ベーシックデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２．カラーリング指定（モノクロ表現） 

マニュアル規定以外のカラー指定、バリエーションの使用は認められません。 

 

■モノクロ（スミ） 

 

 

 

 

 

■白ヌキ 

 

 

 

 

 

 

 

  



３．使用禁止例① 

下記のような誤った使用は絶対に避けてください。 

 

長体、平体、斜体などに変形しない 

反転させない 



４．使用禁止例② 

下記のような誤った使用は絶対に避けてください。 

 

指定カラー以外に変更しない 

シンボルの大きさ・位置や比率を変更しない 

マークの一部だけを使用しない 



５．使用禁止例③ 

下記のような誤った使用は絶対に避けてください。 

 

指定色の濃度を変えて使用しない 

他の要素と組み合わせて使用しない 



６．使用事例（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Way of Japan, Edo kaido 



【ロゴマーク使用に関するＦＡＱ】 

（デザイン関係） 
Ｑ１．ロゴマークに別のデザインを重ねることはできますか。 
Ａ．ロゴマークに重ならない形であれば別のデザイン（文字含む）と一緒にご使用いただ

けます。 
Ｑ２．ロゴマークの色を変更することはできますか。 
Ａ．マニュアルにあるパターン以外は変更できません。 
Ｑ３．ロゴマークの大きさに制限はありますか。 
Ａ．拡大や縮小はできますが、レイアウトは維持してください。 
Ｑ４．ロゴマークを目立たせるために、外枠をつけることはできますか。 
Ａ．ロゴにかからなければ、外枠をつけることはできます。 
 
（使用方法関係） 
Ｑ５．企業の販売促進ツールに使用することはできますか。 
Ａ．街道観光の推進に資するものであれば使用できますが、具体的な内容が判るデザイン

図等をお送りいただければ個別に判断させていただきます。 
Ｑ６．旅行者等への販売用のお土産品の包装紙に使用することはできますか。 
Ａ．街道観光の推進に資するものであれば使用できますが、具体的な内容が判るデザイン

図等をお送りいただければ個別に判断させていただきます。 
Ｑ７．旅行者等への販売用のＴシャツに使用することはできますか。 
Ａ．包装紙の一部に使用していただいている例はありますが、内容によっては観光庁公認

と誤認される恐れもありご遠慮いただくこともありますが、具体的な内容が判るデザイ
ン図等をお送りいただければ個別に判断させていただきます。 

Ｑ８．ＴＶＣＭで使用することはできますか。 
Ａ．使用することはできます。 
Ｑ９．海外でロゴを使用することはできますか。 
Ａ．使用することはできます。 
 
（手続き関係） 
Ｑ１０．クライアントから印刷物にロゴを入れるように言われていますが、どうしたらよ

いですか。 
Ａ．ロゴの使用主体から使用届出書の提出をお願いします。 
 


